
➢ 県から企業見学の受け入れについてお願いさせていただきます。

➢ 自社で取り組まれている障がい者雇用について、現場見学や意見
交換等などにご協力をお願いします。

・障がい者雇用に取り組みたいが、どんな準備が必要なのか、どんな配慮
が必要なのか等の不安をお持ちではありませんか？

・障がい者雇用に取り組んでいる企業の見学を通じて、これらの不安を解消
し、障がい者雇用に取り組んでいきましょう。

（お問合せ先）鳥取県商工労働部雇用人材局雇用・働き方政策課   電話：0857-26-7693 ﾌｧｸｼﾐﾘ：0857-26-8169 

電子メール：koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp 課ホームページ：https://www.pref.tottori.lg.jp/316820.htm

 令和６年３月作成

障がい者雇用企業見学
マッチング事業のご案内

見学を希望する企業

見学を受け入れていただく企業

見学受入企業の依頼・調整

希望をもとに、県にて見学受入企業
への依頼・調整を行います。
（希望に沿えない場合もあります。）

企業見学の実施

現場見学・意見交換の実施

見学受入企業におかれては、現場
見学をはじめ可能な範囲でご協力を
お願いします。

企業見学の申込み

業種・業務、働かれている障がい者
の種別等について、申込書により申
し込んでください。

申込先：
県雇用・働き方政策課
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➢ 新たに障がい者雇用を検討している企業や、障がい者雇用をさら
に進めたい企業を対象に、障がい者雇用に取り組んでいる企業へ
の見学を支援します。

➢ 企業見学を通じ、障がい者雇用の受入態勢づくりや
職場定着の取組等を参考にしていただけます。

企業見学の流れ
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